
資　料 １
議 会 運 営 委 員 会

令 和 ７年 ６月 ３日

－ 1 －

令
和
七
年
第
二
回
区
議
会
定
例
会
提
出
予
定
議
案
（
件
名
）

＜

予

算＞

一
件

○

令
和
七
年
度
中
央
区
一
般
会
計
補
正
予
算

＜

条

例＞
十
六
件

○

中
央
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
事
務
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
立
中
央
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
防
災
会
議
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

○

中
央
区
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
保
育
の
提
供
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
難
病
患
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

資　料 ３
企 画 総 務 委 員 会

令 和 ７年 ６月 ５日



－ 2 －

○

中
央
区
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

＜

契

約＞
二
十
件

○

中
央
区
役
所
本
庁
舎
機
械
室
内
部
補
修
工
事
請
負
契
約

○

中
央
区
立
日
本
橋
小
学
校
等
複
合
施
設
受
変
電
設
備
改
修
工
事
請
負
契
約

○

中
央
区
立
泰
明
小
学
校
及
び
中
央
区
立
泰
明
幼
稚
園
内
部
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い

て
○

京
橋
プ
ラ
ザ
分
庁
舎
外
壁
及
び
防
水
改
修
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
八
丁
堀
区
民
館
等
複
合
施
設
改
築
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
日
本
橋
特
別
出
張
所
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
日
本
橋
特
別
出
張
所
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
日
本
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
日
本
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ

い
て

○

中
央
区
立
日
本
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ

い
て

○

橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
工
事
（
鎧
橋
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
常
盤
小
学
校
等
内
部
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て



－ 3 －

○

中
央
区
立
常
盤
小
学
校
等
内
部
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
常
盤
小
学
校
等
内
部
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
久
松
小
学
校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
久
松
小
学
校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
久
松
小
学
校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
銀
座
中
学
校
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
銀
座
中
学
校
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

○

中
央
区
立
銀
座
中
学
校
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

＜

そ
の
他＞

一
件

○

特
別
区
道
の
路
線
の
廃
止
及
び
変
更
に
つ
い
て

＜

報

告＞

四
件

○

令
和
六
年
度
中
央
区
一
般
会
計
予
算
の
繰
越
明
許
費
に
係
る
経
費
の
繰
越
し
の
報
告
に
つ
い
て

○

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
関
す
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

○

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
関
す
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

○

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
関
す
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

追
加
が
予
定
さ
れ
る
議
案



－ 4 －

＜
契

約＞

三
件

○

中
央
区
立
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約

○

中
央
区
立
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約

○

中
央
区
立
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約





補正前 補正後 補正前 補正後
千円 千円

21,861,258 20,238,827 

事　　項

 令和8年度
 ～令和11年度

 日本橋中学校の改築及び千代田公園・
 千代田公園内公衆便所の再整備

 令和8年度
 ～令和12年度

期　間 限 度 額

《 変 更 》

債 務 負 担 行 為

《 追 加 》

事　　項 期　間 限 度 額

千円 

1,870 八丁堀区民館等複合施設の改築 令和8年度

 銀座中学校の改修 令和8年度 47,498

 晴海西小学校仮設増築棟の整備
 令和8年度
 ～令和11年度

690,800

 日本橋保健センター等複合施設の改修 令和8年度 31,020

 久松小学校及び久松幼稚園の改修 令和8年度 63,019

- 6 -



－ 7 －

＜
条

例＞

十
六
件

○

中
央
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
に
対
し
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
に
係
る
制
度
に
関
す
る
情

報
の
提
供
、
そ
の
利
用
に
関
す
る
意
向
確
認
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
七
年
十
月
一
日
施
行
）

○

中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
部
分
休
業
の
取
得
形
態
を
次
の
と
お
り
追
加
す
る
と
と
も
に
、
部
分
休
業
の
承
認
を
正
規
の
勤
務
時
間
の

始
め
又
は
終
わ
り
に
限
定
す
る
取
扱
い
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。（

令
和
七
年
十
月
一
日
施
行
）

区

分

取
得
時
間
の
上
限
（
年
間
）

正
規
職
員

七
十
七
時
間
三
十
分

非
常
勤
職
員

当
該
非
常
勤
職
員
の
勤
務
日
一
日
当
た
り
の
平
均
勤
務
時
間
に
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間

○

中
央
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
七
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。



－ 8 －

一

自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
年
齢
十
九
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の
親
族
等
に
係
る
控
除
と
し
て
、
特
定
親
族
特
別
控

除
を
新
設
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
八
年
一
月
一
日
施
行
）

二

加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
特
別
区
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の
特
例
を
次
の
と
お
り
新
設
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
八
年
四
月
一
日
施
行
）

課
税
標
準

加
熱
式
た
ば
こ
の
本
数
の
換
算
方
法

製
造
た
ば
こ
の
本
数

一

葉
た
ば
こ
を
原
料
と

重
量
〇
．
三
五
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換

し
た
も
の
を
紙
等
で
巻

算
す
る
方
法
（
た
だ
し
、
一
本
当
た
り
の
重
量
が
〇
．
三
五

い
た
加
熱
式
た
ば
こ

グ
ラ
ム
未
満
の
場
合
は
、
一
本
を
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換

算
す
る
。
）

二

一
以
外
の
加
熱
式
た

重
量
〇
．
二
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算

ば
こ

す
る
方
法
（
た
だ
し
、
一
個
当
た
り
の
重
量
が
四
グ
ラ
ム
未

満
の
場
合
は
、
一
個
を
紙
巻
た
ば
こ
の
二
十
本
に
換
算
す

る
。
）

○

中
央
区
事
務
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四

年
法
律
第
百
四
号
）
の
施
行
に
よ
り
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
が
一

部
改
正
さ
れ
、
引
用
す
る
条
項
に
項
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
七
年
十
月
一
日
施
行
）
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二

改
正
す
る
条
例

（
一
）

中
央
区
事
務
手
数
料
条
例

（
二
）

中
央
区
立
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例

（
三
）

中
央
区
立
知
的
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
条
例

（
四
）

中
央
区
立
知
的
障
害
者
生
活
支
援
施
設
条
例

○

中
央
区
立
中
央
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

結
婚
式
場
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
集
会
室
を
披
露
宴
会
場
に
利
用
す
る
場
合
の
利
用
区
分
及
び
利
用
料
金
を

削
除
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
八
年
四
月
一
日
施
行
）

○

中
央
区
防
災
会
議
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

組
織
整
備
に
伴
い
、
防
災
会
議
及
び
国
民
保
護
協
議
会
の
委
員
の
数
を
七
十
人
以
内
（
現
行

六
十
人
以
内
）
に

変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

二

改
正
す
る
条
例

（
一
）

中
央
区
防
災
会
議
条
例

（
二
）

中
央
区
国
民
保
護
協
議
会
条
例

○

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
係
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三

十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
補
償
基
礎
額
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
公
布
の
日
か
ら
施
行
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
適
用
と
す
る
。
）

区

分

改
定
額
（
日
額
）

現
行
額
（
日
額
）

最
低
額

九
、
七
〇
〇
円

九
、
一
〇
〇
円

補
償
基
礎
額

最
高
額

一
四
、
五
〇
〇
円

一
四
、
二
〇
〇
円

二

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
い
、
次
の

と
お
り
補
償
基
礎
額
に
加
算
す
る
額
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
。
た
だ
し
、
子
の
加
算
額
に
つ
い
て
は
令
和
七
年
四
月
一
日
適
用
と
す
る
。
）

区

分

改
定
額
（
日
額
）

現
行
額
（
日
額
）

配
偶
者

一
〇
〇
円

二
一
七
円

子

三
八
三
円

三
三
三
円

三

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣

が
定
め
る
金
額
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
七
年
総
務
省
告
示
第
百
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
次

の
と
お
り
介
護
補
償
の
額
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
適
用
と
す
る
。
）

常

時

介

護

随

時

介

護

区

分

改
定
額
（
月
額
）

現
行
額
（
月
額
）

改
定
額
（
月
額
）

現
行
額
（
月
額
）

他
人
介
護

(

上

限)

現
行
ど
お
り

一
七
七
、
九
五
〇
円

現
行
ど
お
り

八
八
、
九
八
〇
円
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家
族
介
護

(

最
低
保
障)

八
五
、
四
九
〇
円

八
一
、
二
九
〇
円

四
二
、
七
〇
〇
円

四
〇
、
六
〇
〇
円

○

中
央
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
七
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
を
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
（
現
行

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
）
に
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

○

中
央
区
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

「
中
央
区
こ
ど
も
計
画
」
の
推
進
に
際
し
、
子
ど
も
施
策
に
若
者
当
事
者
等
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
委

員
の
数
を
二
十
五
人
以
内
（
現
行

二
十
人
以
内
）
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
七
年
九
月
一
日
施
行
）

○

中
央
区
保
育
の
提
供
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

区
立
保
育
園
に
お
け
る
第
一
子
の
保
育
料
（
現
行

世
帯
の
収
入
に
応
じ
て
零
円
か
ら
六
万
四
千
円
ま
で
の
範

囲
内
の
額
）
を
令
和
七
年
九
月
分
か
ら
無
償
化
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
七
年
九
月
一
日
施
行
）
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○

中
央
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
百

九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
食
事
の
提
供
の
特
例
に
お
け
る
栄
養
士
に
よ
る
必
要
な
配
慮
に
つ
い
て
、
管
理
栄
養
士
が

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
施
行
に
伴
い
、
連
携
施
設
に
関
す
る
経

過
措
置
を
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
（
現
行

平
成
二
十
七
年
四
月
一

日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
）
に
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

○

中
央
区
難
病
患
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

難
病
患
者
福
祉
手
当
の
支
給
対
象
疾
病
に
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｂ
１
関
連
大
脳
白
質
脳
症
、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ａ
関
連
神
経
発
達
異
常

症
、
極
長
鎖
ア
シ
ル

Ｃ
ｏ
Ａ
脱
水
素
酵
素
欠
損
症
、
乳
児
発
症
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
関
連
血
管
炎
、
原
発
性
肝
外
門
脈

－

閉
塞
症
、
出
血
性
線
溶
異
常
症
及
び
ロ
ウ
症
候
群
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
次
の
と
お
り
当
該
支
給
対
象
疾
病
の

名
称
を
変
更
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
適
用
と
す
る
。
）

変

更

後

変

更

前

免
疫
性
血
小
板
減
少
症

特
発
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

睡
眠
時
棘
徐
波
活
性
化
を
示
す
発
達
性
て
ん
か
ん
性

徐
波
睡
眠
期
持
続
性
棘
徐
波
を
示
す
て
ん
か
ん
性
脳
症

脳
症
及
び
て
ん
か
ん
性
脳
症
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○

中
央
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

公
募
対
象
公
園
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
建
蔽
率
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
上
乗
せ
す
る
特
例
を
追
加
す
る
も

の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

○

中
央
区
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
よ
り
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
が
一
部
改
正
さ
れ
、
引
用
す
る

条
項
に
項
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
七
年
十
月
一
日
施
行
）

○

中
央
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
市
計
画
晴
海
地
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
、
新
た
に
晴
海
四
丁
目
の
第
四
―
二
街
区
（
別
紙
に

示
す
街
区
）
の
地
区
整
備
計
画
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
別
紙
の
と
お
り
建
築
物
の
用
途
、
構
造
及
び
敷
地

に
関
す
る
制
限
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
公
布
の
日
か
ら
施
行
）

○

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
に
対
し
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
に
係
る
制
度
に
関
す
る
情

報
の
提
供
、
そ
の
利
用
に
関
す
る
意
向
確
認
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。

（
令
和
七
年
十
月
一
日
施
行
）
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＜
契

約＞

二
十
件

○

中
央
区
役
所
本
庁
舎
機
械
室
内
部
補
修
工
事
請
負
契
約

・
契
約
金
額

六
億
千
二
百
三
十
一
万
二
千
二
百
八
十
三
円

・
契
約
の
相
手
方

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
大
伝
馬
町
十
番
六
号

株
式
会
社
森
組

東
京
本
店

も
り
ぐ
み

執
行
役
員
本
店
長

藤

田

博

ふ

じ

た

ひ
ろ
し

○

中
央
区
立
日
本
橋
小
学
校
等
複
合
施
設
受
変
電
設
備
改
修
工
事
請
負
契
約

・
契
約
金
額

四
億
七
千
八
十
万
円

・
契
約
の
相
手
方

東
京
都
中
央
区
湊
一
丁
目
十
四
番
十
五
号

大
栄
電
気
株
式
会
社

だ

い

え

い

で

ん

き

代
表
取
締
役

前

場

武

志

ぜ

ん

ば

た

け

し

○

中
央
区
立
泰
明
小
学
校
及
び
中
央
区
立
泰
明
幼
稚
園
内
部
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い

て

新
労
務
単
価
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
泰
明
小
学
校
及
び
中
央
区
立
泰
明
幼
稚
園
内
部
改
修
工
事
（
建
築
工

事
）
請
負
契
約
（
令
和
七
年
三
月
中
央
区
議
会
議
決
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ

る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

二
億
千
六
百
七
十
万
円
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変
更
後
の
金
額

二
億
千
九
百
三
十
一
万
八
千
円

○

京
橋
プ
ラ
ザ
分
庁
舎
外
壁
及
び
防
水
改
修
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
京
橋
プ
ラ
ザ
分
庁
舎

外
壁
及
び
防
水
改
修
工
事
請
負
契
約
（
令
和
六
年
十
月
中
央
区
議
会
議
決
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り

変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

六
億
三
百
九
十
万
円

変
更
後
の
金
額

六
億
五
百
十
七
万
六
千
円

○

中
央
区
立
八
丁
堀
区
民
館
等
複
合
施
設
改
築
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
八
丁
堀
区

民
館
等
複
合
施
設
改
築
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
七
月
中
央
区
議
会
議
決
第
九
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

八
億
七
千
八
百
九
十
万
円

変
更
後
の
金
額

八
億
八
千
七
十
七
万
円

○

中
央
区
日
本
橋
特
別
出
張
所
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
日
本
橋
特
別

出
張
所
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
五
年
六
月
中
央
区
議
会
議
決
第
九

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。
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・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

三
十
億
二
千
四
十
二
万
四
千
円

変
更
後
の
金
額

三
十
億
二
千
二
百
二
十
五
万
円

○

中
央
区
日
本
橋
特
別
出
張
所
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
日
本
橋
特
別

出
張
所
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
五
年
六
月
中
央
区
議
会
議
決
第
九

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

十
四
億
七
千
五
百
六
十
一
万
七
千
円

変
更
後
の
金
額

十
四
億
八
千
五
百
四
万
四
千
円

○

中
央
区
立
日
本
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
日
本
橋
保

健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
七
月
中
央
区
議
会
議
決
第
九

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

十
一
億
円

変
更
後
の
金
額

十
一
億
七
百
二
十
六
万
円

○

中
央
区
立
日
本
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ

い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
日
本
橋
保
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健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
七
月
中
央
区
議
会
議
決

第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

十
六
億
千
五
百
九
十
万
円

変
更
後
の
金
額

十
六
億
二
千
八
百
七
十
三
万
七
千
円

○

中
央
区
立
日
本
橋
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ

い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
日
本
橋
保

健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
七
月
中
央
区
議
会
議
決

第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

十
二
億
五
千
九
百
五
十
万
円

変
更
後
の
金
額

十
二
億
七
千
四
十
二
万
三
千
円

○

橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
工
事
（
鎧
橋
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕

工
事
（
鎧
橋
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
七
月
中
央
区
議
会
議
決
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も

の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

二
億
二
千
八
百
八
十
万
円

変
更
後
の
金
額

二
億
三
千
六
十
四
万
八
千
円
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○

中
央
区
立
常
盤
小
学
校
等
内
部
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
常
盤
小
学

校
等
内
部
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
四
年
十
月
中
央
区
議
会
議
決
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

九
億
八
千
三
百
万
四
千
円

変
更
後
の
金
額

九
億
八
千
三
百
八
十
九
万
五
千
円

○

中
央
区
立
常
盤
小
学
校
等
内
部
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
常
盤
小
学

校
等
内
部
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
四
年
十
月
中
央
区
議
会
議
決
第
百
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

四
億
千
五
百
四
十
三
万
七
千
円

変
更
後
の
金
額

四
億
千
六
百
七
十
三
万
五
千
円

○

中
央
区
立
常
盤
小
学
校
等
内
部
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
常
盤
小
学

校
等
内
部
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
四
年
十
月
中
央
区
議
会
議
決
第
百
二
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

四
億
六
千
九
百
五
十
万
二
千
円

変
更
後
の
金
額

四
億
七
千
四
百
三
十
三
万
千
円
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○

中
央
区
立
久
松
小
学
校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
久
松
小
学

校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
七
月
中
央
区
議
会
議
決
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

十
二
億
四
千
三
百
万
円

変
更
後
の
金
額

十
二
億
四
千
六
百
五
十
七
万
五
千
円

○

中
央
区
立
久
松
小
学
校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
久
松
小
学

校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
七
月
中
央
区
議
会
議
決
第
百
四
号
）
の
一
部

を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

十
七
億
二
千
二
百
六
十
万
円

変
更
後
の
金
額

十
七
億
四
千
五
百
九
十
二
万
円

○

中
央
区
立
久
松
小
学
校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
久
松
小
学

校
等
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
七
月
中
央
区
議
会
議
決
第
百
五
号
）
の
一
部

を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

九
億
九
千
万
円
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変
更
後
の
金
額

十
億
二
千
六
百
十
二
万
四
千
円

○

中
央
区
立
銀
座
中
学
校
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
銀
座
中
学

校
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
三
月
中
央
区
議
会
議
決
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

十
五
億
三
千
三
百
九
十
三
万
九
千
円

変
更
後
の
金
額

十
五
億
四
千
四
百
二
万
六
千
円

○

中
央
区
立
銀
座
中
学
校
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
銀
座
中
学

校
大
規
模
改
修
工
事
（
機
械
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
三
月
中
央
区
議
会
議
決
第
三
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

十
八
億
二
千
八
百
二
十
万
円

変
更
後
の
金
額

十
八
億
五
千
三
十
四
万
三
千
円

○

中
央
区
立
銀
座
中
学
校
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

賃
金
等
の
著
し
い
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
、
中
央
区
立
銀
座
中
学

校
大
規
模
改
修
工
事
（
電
気
設
備
工
事
）
請
負
契
約
（
令
和
六
年
三
月
中
央
区
議
会
議
決
第
三
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。
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・
契
約
金
額
の
変
更

変
更
前
の
金
額

七
億
六
千
七
百
五
十
五
万
八
千
円

変
更
後
の
金
額

七
億
八
千
二
百
八
十
二
万
六
千
円

＜

そ
の
他＞

一
件

○

特
別
区
道
の
路
線
の
廃
止
及
び
変
更
に
つ
い
て

京
橋
三
丁
目
東
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十

号
）
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
特
別
区
道
の
路
線
を
廃
止
し
、
及
び
変
更
す

る
も
の
で
あ
る
。

一

廃
止
す
る
路
線

起

点

路

線

名

備

考

終

点

特
別
区
道
中
京

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
六
番
先

第
四
三
五
号
線

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
六
番
先

別
図
の
と
お
り

特
別
区
道
中
京

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
六
番
先

第
五
四
三
号
線

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
六
番
先

二

変
更
す
る
路
線

起

点

路

線

名

備

考

終

点
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前

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
六
番
先

延
長

更

別
図
の
と
お
り

特
別
区
道
中
京

変

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
十
番
先

一
五
四
・
五
四
メ
ー
ト
ル

（
起
点
の
位
置

第
五
四
六
号
線

後

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
九
番
先

延
長

更

の
変
更
）

変

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
十
番
先

三
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル

＜

報

告＞

四
件

○

令
和
六
年
度
中
央
区
一
般
会
計
予
算
の
繰
越
明
許
費
に
係
る
経
費
の
繰
越
し
の
報
告
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
繰
越
明

許
費
に
係
る
経
費
の
繰
越
し
を
議
会
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

○

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
関
す
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

「
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
関
す
る
区
長
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
七
年
三
月
中
央

区
議
会
議
決
）
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
損
害
賠
償
額
の
決
定
を
専
決
処
分
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

事
件
名民

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
十
九
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
事
件

二

決
定
年
月
日

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

三

損
害
賠
償
額
及
び
損
害
賠
償
の
相
手
方
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番

号

損

害

賠

償

の

相

手

方

損

害

賠

償

額

東
京
都
台
東
区
谷
中

一

千
六
百
三
十
四
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

二
十
九
歳
）

埼
玉
県
草
加
市
松
江

二

千
五
百
六
十
一
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

六
十
三
歳
）

東
京
都
大
田
区
東
馬
込

三

一
万
二
千
五
百
十
五
円

男
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

三
十
一
歳
）

東
京
都
足
立
区
東
和

四

四
万
六
百
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

六
十
三
歳
）

東
京
都
江
東
区
住
吉

五

八
万
八
千
八
百
七
十
五
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

六
十
歳
）

東
京
都
立
川
市
一
番
町

六

四
万
二
十
七
円

男
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

三
十
二
歳
）

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
西
橋
本

七

二
百
四
十
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

二
十
四
歳
）

東
京
都
中
央
区
銀
座

八

二
万
八
千
二
百
九
十
九
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

四
十
四
歳
）

千
葉
県
習
志
野
市
津
田
沼

九

千
六
十
三
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

三
十
二
歳
）
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東
京
都
杉
並
区
堀
ノ
内

十

五
千
六
百
七
十
三
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

三
十
二
歳
）

東
京
都
北
区
赤
羽
北

十
一

五
千
六
百
二
十
九
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

三
十
九
歳
）

東
京
都
中
央
区
晴
海

十
二

二
万
三
千
百
四
十
三
円

男
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

二
十
七
歳
）

東
京
都
中
央
区
新
川

十
三

六
千
四
百
八
十
三
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

五
十
歳
）

東
京
都
中
央
区
晴
海

十
四

五
百
三
十
二
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

三
十
七
歳
）

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
馬
喰
町

十
五

三
万
三
千
七
百
五
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

五
十
四
歳
）

東
京
都
台
東
区
千
束

十
六

二
万
千
九
百
九
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

三
十
六
歳
）

東
京
都
小
金
井
市
東
町

十
七

四
千
百
七
円

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

四
十
八
歳
）

総

額

三
十
一
万
五
千
九
百
九
十
五
円

四

事
件
の
概
要



－ 25 －

令
和
六
年
七
月
三
十
日
、
区
職
員
等
十
七
名
に
対
す
る
初
任
給
の
算
定
の
誤
り
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
正

し
い
給
与
の
額
と
の
差
額
に
係
る
遅
延
損
害
金
を
支
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

○

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
関
す
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

「
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
関
す
る
区
長
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
損

害
賠
償
額
の
決
定
を
専
決
処
分
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
に
報
告
す
る

も
の
で
あ
る
。

一

事
件
名国

家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
事
件

二

決
定
年
月
日

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

三

損
害
賠
償
額

五
十
六
万
五
千
九
百
六
十
円

四

損
害
賠
償
の
相
手
方

東
京
都
大
田
区
西
馬
込

女
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

三
十
八
歳
）

五

事
件
の
概
要

令
和
五
年
三
月
十
九
日
午
後
零
時
十
分
頃
、
京
華
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ル
ー
ム
洋
室
に
お
い
て
、
床
に
生
じ
て
い

た
亀
裂
に
損
害
賠
償
の
相
手
方
の
左
足
が
は
ま
り
、
負
傷
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。



－ 26 －

○

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
関
す
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

「
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
お
よ
び
和
解
に
関
す
る
区
長
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
損

害
賠
償
額
の
決
定
を
専
決
処
分
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
に
報
告
す
る

も
の
で
あ
る
。

一

事
件
名国

家
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
事
件

二

決
定
年
月
日

令
和
七
年
四
月
四
日

三

損
害
賠
償
額

四
十
六
万
八
千
百
三
十
二
円

四

損
害
賠
償
の
相
手
方

東
京
都
中
央
区
明
石
町

男
性
（
事
件
当
時
の
年
齢

五
十
四
歳
）

五

事
件
の
概
要

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日
午
後
四
時
三
十
分
頃
、
中
央
区
立
明
石
町
住
宅
に
お
い
て
、
給
水
管
の
接
続
部
品

の
経
年
劣
化
に
よ
り
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
給
水
管
が
破
断
し
た
た
め
、
階
下
の
居
室
の
天
井
か
ら
漏
水
し
、

損
害
賠
償
の
相
手
方
の
所
有
物
を
汚
損
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。



別紙 

 

建築物の用途、構造及び敷地に関する制限 

（晴海地区） 
 
１ 東京都市計画晴海地区地区整備計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

２ 建築物の用途、構造及び敷地に関する制限 

 

地 区 整 備 

計 画 の 名 称 
東京都市計画晴海地区地区整備計画 

街 区 の 区 分 第４－２街区 

建 築 し て は な 

ら な い 建 築 物 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項各号に掲

げる営業の用に供する建築物 

２ 法別表第２（へ）項に掲げる建築物 

容 積 率 の 

最 高 限 度 
４００％ 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 
１，０００㎡ 

壁 面 の 位 置 

計画図に示す壁面線の位置の数値。ただし、次に掲げる建築物については、こ

の限りでない。 

１ 公共用歩廊その他これに類するもの 

２ 歩行者の安全性を確保するために必要な上家、ひさしその他これらに類す

るもの 

３ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもののうち、公益上必要な

もの 

高 さ の 

最 高 限 度 
３５ｍ 

 

晴海地区地区計画区域 

第４－２街区 





入 札 経 過 結 果 表

件 名 中央区役所本庁舎機械室内部補修工事 指名日時 令和  7年  4月 22日

15時00分

開札日時 令和  7年  5月 23日

履行場所 中央区築地一丁目1番1号 11時00分

種別: 建築工事

予定価格(税抜) 759,410,000 円

調査基準額 525,400,000 円

住 所 東京都中央区日本橋大伝馬町１０番６号 落札金額 612,312,283 円

納（工）期 社 名 株式会社森組 なお、本件は中央区議会において契約議案が

令和  9年  8月 31日  まで  代表者(代理人) 藤田 博 可決された後、本契約を締結する。

番号 保証金 入札参加業者名 第１回入札金額 順
位
第２回入札金額 順

位
第３回入札金額 順

位
摘要

1 免除
株式会社イズミ・コンストラクション  

759,410,000 円 3

2 免除
株式会社クリスタルジャパン  

650,000,000 円 2

3 免除
株式会社森組  東京本店

556,647,530 円 1
落札

keiri_01-03
本庁舎

keiri_01-04
線

keiri_01-03
3-2



入 札 経 過 結 果 表

件 名 中央区立日本橋小学校等複合施設受変電設備改修工事 指名日時 令和  7年  4月 21日

17時00分

開札日時 令和  7年  5月 23日

履行場所 中央区日本橋人形町一丁目1番17号 13時30分

種別: 電気工事

予定価格(税抜) 488,000,000 円

調査基準額 355,500,000 円

住 所 東京都中央区湊一丁目１４番１５号 落札金額 470,800,000 円

納（工）期 社 名 大栄電気株式会社 なお、本件は中央区議会において契約議案が

令和  8年 10月 28日  まで  代表者(代理人) 前場 武志 可決された後、本契約を締結する。

番号 保証金 入札参加業者名 第１回入札金額 順
位
第２回入札金額 順

位
第３回入札金額 順

位
摘要

1 免除
株式会社弘電社  辞退

2 免除
大栄電気株式会社  

428,000,000 円 1
落札

3 免除
株式会社川瀬電気工業所  東京支店 辞退

受変電設備工事 一式

keiri_01-04
線

keiri_01-04
資料番号（企画総務委員会）


